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現行手数料の状況 算定結果 差額

番号 種類 手数料
１件当たりの
事務処理コス

ト

現行手数料
とコストとの

差額

1 納税課 納税証明書 1件につき200円 335.0 ▲ 135.0 300 100 350 300

② 課税課
（所得・児童手当用所得・
課税・非課税・所在・狩猟）
証明手数料

1件につき200円 335.0 ▲ 135.0 300 100 350 300

3 課税課
(公課・評価・登載・記載事
項・資産)証明手数料の
内、公課、評価、登録証明

1件につき200円
１件増すごとに20円加
算

356.9 ▲ 156.9 300 100 350 300

4 国保年金課 市税についての証明 1件につき200円 335.0 ▲ 135.0 300 100 350 300

5 市民課 2 身分証明についての証明 身分証明書 １通につき200円 338.0 ▲ 138.0 300 100 400 300

6 市民課 3 埋火改葬についての証明 埋火改葬許可証 １通につき200円 673.0 ▲ 473.0 300 100 350 300

⑦ 市民課 4 印鑑についての証明 印鑑登録証明書 １件につき200円 338.0 ▲ 138.0 300 100 400 300

8 市民課 5 印鑑登録証の交付 印鑑登録 １件につき200円 738.3 ▲ 538.3 300 100 400 300

⑨ 市民課
住民票（正本・謄本・除票・
改正原）

１通につき200円 338.0 ▲ 138.0 300 100 400 300

10 市民課 記載事項証明書 １通につき200円 405.0 ▲ 205.0 300 100 400 300

11 市民課 7
戸籍の附票の写し又は戸籍の
附票の除票の写しの交付

戸籍の附票 １通につき200円 338.0 ▲ 138.0 300 100 400 300

12 市民課 8 住民票の写しの広域交付 住民票の写しの広域交付 １通につき200円 338.0 ▲ 138.0 300 100 400 300

手数料見直し結果一覧表　【手数料条例　別表第１】

ＮＯ 課

条例上の種別

手数料名称
改正

手数料

現行手数料
と改正額と

の差額
佐倉市 成田市

1

市税についての証明
ただし、１税目を１件とする。土
地、家屋及び償却資産について
は、土地１筆、家屋１棟、償却資
産１種類をもってそれぞれ１件と
し、２件以上は、１件を増すごと
に20円を増徴する。

6

住民票の写し及び住民票記載
事項証明書の交付並びに除票
の写し及び除票記載事項証明
書の交付

資料２
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現行手数料の状況 算定結果 差額

番号 種類 手数料
１件当たりの
事務処理コス

ト

現行手数料
とコストとの

差額

ＮＯ 課

条例上の種別

手数料名称
改正

手数料

現行手数料
と改正額と

の差額
佐倉市 成田市

13 都市整備課 生産緑地証明手数料
1件につき200円
１件増すごとに20円加
算

335.5 ▲ 135.5 300 100 300 300

14 都市計画課
・区域区分証明書
・用途地域証明書

１件につき200円
２件以上は、１件を増す
ごとに20円を増徴す
る。

335.0 ▲ 135.0 300 100 300 300

15 農政課
農業振興地域農用地区域
証明

１件につき200円
２件以上は、１件を増す
ごとに20円を増徴す
る。

335.0 ▲ 135.0 300 100 300 300

16 課税課 15 公簿公文書の閲覧
固定資産名寄帳・地番現
況図の閲覧手数料

1件につき200円 400.2 ▲ 200.2 300 100 300 300

17 課税課 16 公図の閲覧 公図の閲覧手数料 1件につき200円 400.2 ▲ 200.2 300 100 300 300

18 市民課 独身証明書 １通につき200円 338.0 ▲ 138.0 300 100 400 300

19 市民課
不在住、不在籍、不在証
明

１通につき200円 338.0 ▲ 138.0 300 100 300 300

20
農業委員会

事務局
農地関係証明書 1件につき200円 337.0 ▲ 137.0 300 100 300 300

21 土木管理課 幅員証明書 1件につき200円 335.0 ▲ 135.0 300 100 300 300

22 市民課

地方公共団体システム機構によ
るコンビニエンスストア等におけ
る証明書等の自動交付機の場
合

コンビニ交付 1件につき200円 117.0 83.0 100 ▲100 350 300

※「〇」コンビニ交付対応可能

37 その他の諸証明

11

土地についての証明（市税に係
るものを除く。）ただし、１筆を１
件とし、２件以上は、１件増すご
とに20円を増徴する。
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